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�愛媛県告示第１０８４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年１０月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年１０月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成２９年１０月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 指定自立支援医療機関の指定（２件）……………………………………………………………………………………………………………（障がい福祉課）…７５４

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等………………………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…７５４

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（２件）…………………………………………………………………………………………………………（港湾海岸課）…７５５

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…７５６

○ 道路の供用開始（県道河中平井停車場線）…………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…７５６

○ 道路の区域変更（県道上尾峠�万線）………………………………………………………………………………………（中予地方局�万高原土木事務所）…７５６

選挙管理委員会告示

○ 愛媛県選挙事務執行規程の一部改正……………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…７５７

○ 開票区の設置の一部改正…………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７５７

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

山下クリニック 宇和島市桜町１－３８ 山下 与企彦
腎臓に関する医療
（育成医療・更生
医療）

平成２９年
９月１日

松の実薬局 四国中央市土居町土居８５６番地 愛ファーマシー株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２９年
９月１日

レデイ薬局 喜田村店 今治市喜田村一丁目５番５号 株式会社レデイ薬局 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２９年
９月１６日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社 履継会
伊予郡砥部町高尾田８６６番地
７ ランドコーポレーション
ビル１０１

訪問看護リハステーションＣ
ＯＲＥ

伊予郡砥部町高尾田８６６番地
７ ランドコーポレーション
ビル１０１

訪問看護ステーシ
ョン（育成医療・
更生医療）

平成２９年
９月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２９１５号 平成２９年１０月６日

平成２９年１０月６日金曜日 第２９１５号

愛 媛 県 報

７５４
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�愛媛県告示第１０８７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西条市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２９年１０月６日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

西条市

西条市明屋敷１６４番地

代表者 西条市長 玉井 敏�
西条市丹原町高松甲１３５１番地１

２ 埋立区域

� 位置

２工区

西条市ひうち字西ひうち７番７の地先公有水面

� 区域

２工区

次の各地点を順次に結んだ線及び１の地点と６の地点を結ぶ

平成１７年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．４０メートル）における

公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

基点（西条市ひうち字東ひうち２０番地の国土地理院「ひうち

緑地」四等三角点）は、北緯３３度５６分１５．８６７５秒、東経１３３度１２

分１５．３７００秒の地点

１の地点は、基点から真北２９４度０７分４９秒１，６２６．１１メートル

の地点

２の地点は、１の地点から真北３４３度５２分４４秒１２．００メートル

の地点

３の地点は、２の地点から真北７３度５１分２９秒０．６０メートルの

地点

４の地点は、３の地点から真北３４３度５２分５２秒３８．００メートル

の地点

７の地点は、４の地点から真北７３度５６分１７秒４１．３７メートル

の地点

６の地点は、７の地点から真北１６３度５３分３４秒５０．０７メートル

の地点

� 面積

２工区

２，０７６．６２平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１８年３月２９日 愛媛県指令１７港第６８５号

４ しゅん功認可年月日

平成２９年１０月６日
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�愛媛県告示第１０８８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西条市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２９年１０月６日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

西条市

西条市明屋敷１６４番地

代表者 西条市長 玉井 敏�
西条市丹原町高松甲１３５１番地１

２ 埋立区域

� 位置

西条市ひうち字西ひうち７番７から同７番１９までの地先公有

水面

� 区域

次の各地点のうち１点から４点までを順次直線で結ぶ平成９

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

イオンタウン川之江 四国中央市妻鳥町字
樋之上１７９５番地 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

三井住友ファイナン
ス＆リース株式会社
代表取締役
川村 嘉則
三菱ＵＦＪリース株
式会社
代表取締役
白石 正

三井住友ファイナン
ス＆リース株式会社
代表取締役
橘 正喜
三菱ＵＦＪリース株
式会社
代表取締役
柳井 隆博

平成２９年
６月２７日
ほか

平成２９年
９月１１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２９年１０月６日 第２９１５号

７５５
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年７月１８日付け愛媛県指令第１３７号の免許に係る埋立の埋立区

域と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋２．９５メートルにより決定）、

４点から１２点までを順次直線で結んだ線、１２点から１４点を結ぶ

平成２６年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．５５メートル）の陸と公

有水面との接する線、１４点から１８点までを順次直線で結ぶ平成

１８年３月２９日付け愛媛県指令１７港第６８５号の免許に係る埋立て

の埋立区域と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．４０メートルに

より決定）及び１８点と１点を結ぶ平成２６年の秋分の満潮位（Ｄ

．Ｌ．＋３．５５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲

まれた区域

基点（西条市ひうち字東ひうち２０番地の国土地理院「ひうち

緑地」四等三角点）は、北緯３３度５６分１５．８６７５秒、東経１３３度１２

分１５．３７００秒の地点

１点は、基点から真北２９３度１４分４６秒１，６５６．５２メートルの地

点

２点は、１点から真北３４３度５７分０１秒５６．２２メートルの地点

３点は、２点から真北２５３度５７分２５秒３．２２メートルの地点

４点は、３点から真北３４３度５７分０１秒４４４．６９メートルの地点

５点は、４点から真北７３度５９分４８秒１１．９４メートルの地点

６点は、５点から真北１６３度５７分０６秒１．３７メートルの地点

７点は、６点から真北７３度５５分４５秒５０．１０メートルの地点

８点は、７点から真北３４３度３３分０５秒０．１１メートルの地点

９点は、８点から真北７３度４９分３５秒３９．９１メートルの地点

１０点は、９点から真北１６３度５７分２２秒４４９．１１メートルの地点

１１点は、１０点から真北７４度０６分２６秒０．３０メートルの地点

１２点は、１１点から真北１６３度５１分２０秒０．５５メートルの地点

１３点は、基点から真北２９６度２５分４０秒１，６２７．６７メートルの地

点

１４点は、１３点から真北１６４度２４分２６秒０．０４メートルの地点

１５点は、１４点から真北２５３度５６分１８秒４１．３７メートルの地点

１６点は、１５点から真北１６３度５２分５２秒３８．００メートルの地点

１７点は、１６点から真北２５３度５１分２９秒０．６０メートルの地点

１８点は、１７点から真北１６３度５２分４４秒１２．００メートルの地点

� 面積

４７，８１９．０３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２８年２月３日 愛媛県指令２７港第４４６号

４ しゅん功認可年月日

平成２９年１０月６日

�������
�愛媛県告示第１０８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市下島山土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２９年１０月６日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

退 任

�愛媛県告示第１０９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１０月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２９年１０月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 坪 井 正 実 西条市船屋甲６２０－１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河中平井停車場線
松山市小野町乙１６番９３から

同町乙１６番１１５まで
平成２９年１０月６日

〃 〃 松山市河中町乙５５番１７ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠�万線

上浮穴郡�万高原町二名甲３６５０番４から
同町二名乙１５２０番４まで

及 び
上浮穴郡�万高原町二名乙１５５７番１地先から
同町二名甲３３０２番３地先まで

旧
８．２～３６．０

４．０～２７．０

０．４２５

０．３２５

上浮穴郡�万高原町二名甲３６５０番４から

同町二名乙１５２０番４まで
新 ８．２～３６．０ ０．４２５

愛 媛 県 報平成２９年１０月６日 第２９１５号

７５６



選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５４号
愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２９年１０月６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第５５号
開票区の設置（平成１７年８月愛媛県選挙管理委員会告示第５０号）の一部を次のように改正する。

平成２９年１０月６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（候補者通知受理簿）

第３１条 市町委員会は、候補者通知受理簿を備え、令第９２条第１項

又は第１０項の規定による通知を受けたときは、これに当該候補者

の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属党派（候補者届出

政党の届出に係る候補者にあっては、候補者届出政党の名称）そ

の他必要と認める事項を記載するものとする。

別記

省略

（候補者通知受理簿）

第３１条 市町委員会は、候補者通知受理簿を備え、令第９２条第１項

又は第９項の規定による通知を受けたときは、これに当該候補者

の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属党派（候補者届出

政党の届出に係る候補者にあっては、候補者届出政党の名称）そ

の他必要と認める事項を記載するものとする。

別記

省略

様式番号 事 項 根 拠 条 文 様式番号 事 項 根 拠 条 文

１～３３

３４

３５～４２

省略

立候補の届出、辞退等の

報告及び通知

省略

法第８６条第１３項、法第８６条の

４第１１項、令第９２条第１項、

第２項、第８項、第９項、第

１１項

１～３３

３４

３５～４２

省略

立候補の届出、辞退等の

報告及び通知

省略

法第８６条第１３項、法第８６条の

４第１１項、令第９２条第１項、

第２項、第７項、第８項、第

１０項

第２１号様式

その１ 当該市町に属する選挙人に関する不在者投票事務処理簿

省略

第２１号様式

その１ 当該市町に属する選挙人に関する不在者投票事務処理簿

省略

省略

令５９条の６の３の規

定により指定市町村

の選挙管理委員会で

投票送信用紙等の交

付を受けた船員

備

考
省略

備

考

住 所 氏 名

その２ 省略

その３ 省略

その２ 省略

その３ 省略

改 正 後 改 正 前

１ 開票区を設ける選挙

衆議院比例代表選出議員の選挙

愛媛県議会議員の選挙

２ 開票区

１ 開票区を設ける選挙

衆議院比例代表選出議員の選挙

２ 開票区
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市町名 開票区名 区 域 市町名 開票区名 区 域

松山市

松山市（第

１区）開票

区

番町投票区、八坂投票区、素鵞第１投票

区、素鵞第２投票区、素鵞第３投票区、東

雲第１投票区、東雲第２投票区、清水第１

投票区、清水第２投票区、清水第３投票

区、味酒第１投票区、味酒第３投票区、新

玉投票区、雄郡第１投票区、雄郡第２投票

区、雄郡第３投票区、たちばな投票区、五

明投票区、伊台第１投票区、湯山第１投票

区、湯山第２投票区、道後第１投票区、道

後第２投票区、道後第３投票区、桑原第１

投票区、桑原第２投票区、桑原第３投票

区、�米第１投票区、�米第２投票区、小

野第１投票区

、石井第１投票区、石井第

２投票区、石井第３投票区、椿第１投票

区、余土投票区、垣生投票区、生石第１投

票区、生石第２投票区、味生第１投票区、

味生第２投票区、�枝第１投票区、�枝第

２投票区、和気投票区、潮見投票区、堀江

投票区、東大栗投票区、三津浜投票区、宮

前投票区、新浜投票区、高浜投票区、由良

投票区、泊投票区、鷲ヶ巣投票区、門田投

票区、�米第３投票区、石井第４投票区、

椿第２投票区、さくら投票区、姫山投票

区、小野第２投票区、湯山第３投票区、城

西投票区、伊台第２投票区、窪田投票区

松山市

松山市（第

１区）開票

区

番町投票区、八坂投票区、素鵞第１投票

区、素鵞第２投票区、素鵞第３投票区、東

雲第１投票区、東雲第２投票区、清水第１

投票区、清水第２投票区、清水第３投票

区、味酒第１投票区、味酒第３投票区、新

玉投票区、雄郡第１投票区、雄郡第２投票

区、雄郡第３投票区、たちばな投票区、五

明投票区、伊台第１投票区、湯山第１投票

区、湯山第２投票区、道後第１投票区、道

後第２投票区、道後第３投票区、桑原第１

投票区、桑原第２投票区、桑原第３投票

区、�米第１投票区、�米第２投票区、小

野第１投票区、�谷第１投票区、�谷第２

投票区、�谷第３投票 区、�谷 第４投 票

区、浮穴投票区、石井第１投票区、石井第

２投票区、石井第３投票区、椿第１投票

区、余土投票区、垣生投票区、生石第１投

票区、生石第２投票区、味生第１投票区、

味生第２投票区、�枝第１投票区、�枝第

２投票区、和気投票区、潮見投票区、堀江

投票区、東大栗投票区、三津浜投票区、宮

前投票区、新浜投票区、高浜投票区、由良

投票区、泊投票区、鷲ヶ巣投票区、門田投

票区、�米第３投票区、石井第４投票区、

椿第２投票区、さくら投票区、姫山投票

区、小野第２投票区、湯山第３投票区、城

西投票区、伊台第２投票区、窪田投票区

松山市（第

２区）開票

区

�谷第１投票区、�谷第２投票区、�谷第

３投票区、�谷第４投票区、浮穴投票区、

北条第１投票区、北条第２投票区、北条第

３投票区、北条第４投票区、北条第５投票

区、北条第６投票区、北条第７投票区、北

条第８投票区、北条第９投票区、北条第１０

投票区、北条第１１投票区、北条第１２投票

区、北条第１３投票区、北条第１４投票区、北

条第１５投票区、北条第１６投票区、北条第１７

投票区、北条第１８投票区、北条第１９投票

区、北条第２０投票区、北条第２１投票区、北

条第２２投票区、北条第２３投票区、北条第２４

投票区、中島第１投票区、中島第２投票

区、中島第３投票区、中島第４投票区、中

島第５投票区、中島第６投票区、中島第７

投票区、中島第８投票区、中島第９投票

区、中島第１０投票区、中島第１１投票区、中

島第１２投票区、中島第１３投票区、中島第１４

投票区、中島第１５投票区、中島第１６投票

区、中島第１７投票区

松山市（第

２区）開票

区

北条第１投票区、北条第２投票区、北条第

３投票区、北条第４投票区、北条第５投票

区、北条第６投票区、北条第７投票区、北

条第８投票区、北条第９投票区、北条第１０

投票区、北条第１１投票区、北条第１２投票

区、北条第１３投票区、北条第１４投票区、北

条第１５投票区、北条第１６投票区、北条第１７

投票区、北条第１８投票区、北条第１９投票

区、北条第２０投票区、北条第２１投票区、北

条第２２投票区、北条第２３投票区、北条第２４

投票区、中島第１投票区、中島第２投票

区、中島第３投票区、中島第４投票区、中

島第５投票区、中島第６投票区、中島第７

投票区、中島第８投票区、中島第９投票

区、中島第１０投票区、中島第１１投票区、中

島第１２投票区、中島第１３投票区、中島第１４

投票区、中島第１５投票区、中島第１６投票

区、中島第１７投票区
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